
家畜衛生だより

消毒命令にもとづく

消石灰の緊急配付を行います

【注意事項】

１ 配付対象は家きん100羽以上を飼養している農場です。

２ 引換券には畜産課長公印を押してあります。
必ず原本をお持ちください。

３ 引換券に配付期間が記載されています。
配付期間を過ぎた引換券は無効となります。
配付期間を厳守してください。
配付期間中に受け取れない場合は家畜保健衛生所までご相談ください。

４ 指定されているコメリ店舗以外では受け取ることが出来ません。
指定店舗を厳守してください。

５ 配付の準備が整った農場から順次引換券を発送します。

６ 不要の場合は家畜保健衛生所までご一報ください。

１１月２６日に香取市で高病原性鳥インフルエンザが発生したこと、また、
全国的な発生が継続していることから、令和４年１２月２６日付で消毒命令
（家畜伝染病予防法第30条、まん延防止）が発出されました。
これにもとづき、消石灰(20kg/袋、1農場につき10袋)の配付を行います。
県畜産課より郵送される引換券を、引換券に記載されている、県指定の

コメリ店舗へ持参し、消石灰を受け取ってください。
消毒実施後は、消毒実績を写真等に記録し、家畜保健衛生所までメールや

ファックス等により、速やかにご報告ください。

令和４年度第５９号（１２月発行）

中央家畜保健衛生所・中央動物防疫協議会
〒262-0011 千葉市花見川区三角町656
Tel：043-250-4141 （夜間・休日対応）

Fax：043-286-0090
(公社)千葉県畜産協会

お問い合わせ・消毒実績の報告は、千葉県中央家畜保健衛生所まで

TEL. 043-250-4141 FAX. 043-286-0090
メールアドレス. chuuou-kaho@mz.pref.chiba.lg.jp
コメリ店舗への連絡はしないでください！



お問合せ先：千葉県農林水産部畜産課 ０４３－２２３－２９３８

公印

引換券例

千葉県農林水産部畜産課長 大澤 浩司

農場番号 ＊＊
配付店舗名 コメリ ハード＆グリーン ＊＊店
（店舗住所）
配付期間 令和４年１２月＊＊日～令和５年１月＊日（期間厳守）
配付数 １０袋（２０kg/１袋）
注１）公印なきもの無効
注２）配付期間を過ぎたもの無効
注３）指定店舗以外無効。 指定店舗を厳守してください。

養鶏農場消毒用消石灰引換券

令和４年１２月２６日付で発令した消毒命令（千葉県告示第５６６号の２）に
伴い、消毒用消石灰の配付を実施します。
本引換券を下記に記載する指定店舗へ持参の上、配付期間内に必ず受け取り、

農場消毒を実施してください。

農場ごとに番号を
振り分けています

県で配布店舗を指定しています。
系列ごとにある程度まとめていますが、
農場が広域に及ぶ場合はこの限りではありません。
１店舗に農場が集中しないよう分散している都合上、
お近くの店舗とは限りません。
ご理解の上、受け取りにご協力ください。

各自で追加分を購入される際、各店舗の在庫状況により
配付と同時にご購入いただけない場合があります。

各農場への配付を優先するためにも
ご了解いただけますようお願いいたします。



家きんの異状を見つけたら、速やかに家畜保健衛生所へ通報を！

お問い合わせ・ご連絡は、千葉県中央家畜保健衛生所まで

TEL. 043-250-4141 FAX. 043-286-0090
※休日、夜間は転送されますので、必ず５回以上コールしてください

福岡県での高病原性鳥インフルエンザ疑似患畜を確認！

★鳥インフルエンザを疑う症状

死亡率の急激な上昇（通常の2倍以上）、沈うつ、鶏冠・肉垂等のチアノーゼ、
産卵率の低下、まとまった死亡 など

全国的に環境中のウイルス濃度が高まっている状況！
渡り鳥や野鳥の糞により農場敷地内にウイルスが残存する可能性を
念頭に鶏舎内へのウイルス侵入防止対策を徹底してください！

例目 所在地 飼養状況 通報等 疑似患畜確定日

48 福岡県糸島市 約3.6万羽（肉用鶏） 死亡羽数増加 12月26日

★野生動物の農場内への侵入対策の徹底！

★家きん舎専用の服や長靴の使用・消毒

★農場内での手指消毒

★関係車両の消毒

★農場・鶏舎まわりの消石灰等による消毒

★消毒槽などの毎日の消毒薬の交換、消毒前の長靴の洗浄

※毎週の7項目チェック表(別紙)、死鳥羽数の報告をお願いします！

ウイルス侵入防止対策を徹底してください！
家きん舎、ネット、柵に破損がありま
したら、直ちに修繕をお願いします

消毒薬は、汚れによって消毒効果が減退します！
こまめな交換をお願いします。

年末年始に向けて防疫対策の徹底を！

高病原性鳥インフルエンザは、本年欧米では季節を問わず継続的に発生
が確認されるなど、世界各地で発生が認められる中、我が国においても例年
より早い9月から野鳥でウイルスの保有が確認され、家きん農場においても
これまでで最も早い10月28日に発生が確認されて以降、22道県47件の発生
が確認されています。人の出入国や移動が活発になる年末年始や中国の春
節（令和5年1月22日）、渡り鳥の飛来・滞在シーズンが続くことから引き続き
病原体侵入防止の徹底が重要です。


